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規 則  

 

 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 11 月 30 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 81 号  

   横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則  

   の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 （ 平 成 24

年 ５ 月 横 浜 市 規 則 第 62 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 ２ 第 １ 号 の 表 中  

「          「  

100 分 の 115.8   100 分 の 118.3   

100 分 の 115.2   100 分 の 117.7   

100 分 の 117.0   100 分 の 119.5   

100 分 の 97.5   100 分 の 100.0   

100 分 の 97.5   100 分 の 100.0   

100 分 の 117.0   100 分 の 119.5   

100 分 の 97.5   100 分 の 100.0   

100 分 の 115.2   100 分 の 117.7   

100 分 の 117.0   100 分 の 119.5   

100 分 の 97.5   を  100 分 の 100.0   に 改 め 、  

100 分 の 97.5   100 分 の 100.0   

100 分 の 117.0   100 分 の 119.5   

100 分 の 97.5   100 分 の 100.0   

100 分 の 97.5   100 分 の 100.0   

100 分 の 97.5   100 分 の 100.0   

100 分 の 115.8   100 分 の 118.3   

100 分 の 115.2   100 分 の 117.7   

100 分 の 117.0   100 分 の 119.5   

100 分 の 97.5   100 分 の 100.0   

100 分 の 97.5   100 分 の 100.0   

        」          」  

同 表 第 ２ 号 の 表 中  

「          「  

100 分 の 60.0   100 分 の 61.25   

100 分 の 50.0   100 分 の 51.25   
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100 分 の 60.0   100 分 の 61.25   

100 分 の 50.0   を  100 分 の 51.25   に 改 め る 。  

100 分 の 58.8   100 分 の 59.95   

100 分 の 50.0   100 分 の 51.25   

100 分 の 50.0   100 分 の 51.25   

        」          」  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 令 和 ５ 年 12 月 １ 日 に 在 職 す る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 勤 勉 手 当 に  

 関 す る 特 例 措 置 ）  

２  令 和 ５ 年 12 月 １ 日 に 在 職 す る 職 員 （ 同 日 前 １ 箇 月 以 内 に 退 職 し  

 、 又 は 死 亡 し た 職 員 を 含 む 。 ） に 対 し て 支 給 す る 同 日 に 係 る 勤 勉  

 手 当 に 関 す る こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手  

 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 別 表 第 ２ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、  

 同 表 第 １ 号 の 表 中  

 「              「  

100 分 の 118.3   100 分 の 120.7   

100 分 の 117.7   100 分 の 120.1   

100 分 の 119.5   100 分 の 122.0   

100 分 の 100.0   100 分 の 102.5   

100 分 の 100.0   100 分 の 102.5   

100 分 の 119.5   100 分 の 122.0   

100 分 の 100.0   100 分 の 102.5   

100 分 の 117.7   100 分 の 120.1   

100 分 の 119.5   100 分 の 122.0   

100 分 の 100.0   と あ る の は   100 分 の 102.5   と 、  

100 分 の 100.0   100 分 の 102.5   

100 分 の 119.5   100 分 の 122.0   

100 分 の 100.0   100 分 の 102.5   

100 分 の 100.0   100 分 の 102.5   

100 分 の 100.0   100 分 の 102.5   

100 分 の 118.3   100 分 の 120.7   

100 分 の 117.7   100 分 の 120.1   

100 分 の 119.5   100 分 の 122.0   

100 分 の 100.0   100 分 の 102.5   

100 分 の 100.0   100 分 の 102.5   

         」              」  

 同 表 第 ２ 号 の 表 中  
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 「              「  

100 分 の 61.25   100 分 の 62.5   

100 分 の 51.25   100 分 の 52.5   

100 分 の 61.25   100 分 の 62.5   

100 分 の 51.25   と あ る の は   100 分 の 52.5   と す る 。  

100 分 の 59.95   100 分 の 61.2   

100 分 の 51.25   100 分 の 52.5   

100 分 の 51.25   100 分 の 52.5   

         」              」  

 


